
産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の３の２の規定により産業廃棄物処理業

の許可を取り消しましたので、下記のとおり公開します。 

 

記 

 

事業者の氏名又は名称 株式会社川島産業 

許 可 番 号  第８５０８１３２１６９号 

所 在 地  富山県富山市有沢１２５番地 

許 可 年 月 日 平成１８年１２月２７日 

許 可 の 内 容 

 産業廃棄物収集運搬業（積替・保管を除く｡） 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく

ず、金属くず、ガラスくず､コンクリートくず及び陶磁

器くず、がれき類 
 

処 分 の 年 月 日 平成２２年１月２０日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 

 
処 分 の 理 由 

被処分者は、平成２２年１月５日付けで富山地方裁判所か

ら破産手続開始の決定を受けた。 

これにより、同社は、法第１４条第５項第２号イに規定す

る法第７条第５項第４号イに該当するに至ったため。 

備        考   

 


